
阿賀野市国土強靭化地域計画（令和２年度～令和６年度） 改訂表       （該当箇所のみ抜粋） 

改訂後（新） 改訂前（旧） 備考 

 

 

 

6-2 （略）

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-3-1 

【脆弱性評価】 （略） 

【推進方針】 下水道整備予定区域では、引き続き概成に向けて整備

を推進していきます。  

   整備済区域では、ストックマネジメント計画に基

づく、下水道施設の改修・更新等の予防保全を実施し、施

設の老朽化対策及び長寿命化を推進していきます。 

       災害に備え、下水道施設等の浸水・地震対策を図ります。

業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて、適宜見直して

いきます。 

関連施策 05-05-01 汚水処理施設の整備と接続の促進

05-05-02 汚水処理施設の維持管理の推進

6-3-2 （略） 

 

 

 

6-2 （略）

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-3-1 

【脆弱性評価】 （略） 

【推進方針】 下水道整備予定区域では、引き続き概成に向けて整備 

を推進していきます。 

また、整備済区域では、ストックマネジメント計画に基

づく、下水道施設の改修・更新等の予防保全を実施し、施

設の老朽化対策及び長寿命化を推進していきます。 

                          

業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて、適宜見直して

いきます。 

関連施策  05-05-01 汚水処理施設の整備と接続の促進 

05-05-02 汚水処理施設の維持管理の推進 

6-3-2 （略）

 

P27 ６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 



改訂後（新） 改訂前（旧） 備考 

 

 

 

8-1～8-4 （略）

8-5 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興

が大幅に遅れる事態 

8-5-1 

【脆弱性評価】 応急仮設住宅の設営の在り方、建設候補地が速やかに 

設定されないと、復旧・復興が遅れる可能性があります。 

地籍調査が進んでいない箇所があると、円滑な復旧・復興

に支障が生じる恐れがあります。 

【推進方針】  応急仮設住宅の建設候補地が迅速に選定されるよう努

めるとともに、災害後の迅速な復旧・復興のためには、

土地境界を明確にしておくことが重要であることから、

地籍調査事業の推進を図ります。 

また、市営住宅の空き家を仮住宅として提供する等、

迅速に対応します。 

関連施策  01-04-04 災害時対応力の向上 

05-01-02 適正な開発の促進 

05-01-03 家屋の適正管理

 

 

 

8-1～8-4 （略）

8-5 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興

が大幅に遅れる事態 

8-5-1 

【脆弱性評価】 応急仮設住宅の設営の在り方、建設候補地が速やかに

設定されないと、復旧・復興が遅れる可能性があります。 

               

 

【推進方針】  応急仮設住宅の建設候補地が迅速に選定されるよう努

めます。                                 

                                      

                  

また、市営住宅の空き家を仮住宅として提供する等、迅

速に対応します。 

関連施策  01-04-04 災害時対応力の向上 

                     

05-01-03 家屋の適正管理 

 

P29 

 

８．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する ８．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 


